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道内景気は、緩やかに持ち直している。

需要面をみると、個人消費は、乗用車販売台数が前年を下回ったものの、小売店販売が底

堅く推移するなど、一部に明るい動きがみられる。住宅投資は緩やかに増加している。公共

投資は前年を上回っている。輸出は、大洋州や米国向けが増加している。

生産活動は持ち直しの動きがみられる。雇用情勢は有効求人倍率、新規求人数ともに改善

が続いている。企業倒産は、件数は減少し、負債総額は増加している。
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①個人消費～弱い動き

１月の大型小売店販売額（全店ベース、前

年比＋０．８％）は、３か月連続で前年を上

回った。

百貨店（前年比▲１．６％）は、衣料品や飲

食料品が前年を下回った。スーパー（同

＋１．５％）は、衣料品が前年を下回ったが、

主力の飲食料品が前年を上回った。

コンビニエンスストア（前年比＋３．９％）

は、１６か月連続で前年を上回った。

②住宅投資～７か月連続の増加

１月の新設住宅着工戸数は、１，４０７戸（前

年比＋５．８％）と７か月連続で前年を上回っ

た。利用関係別では、分譲（同▲３６．５％）が

減少したものの、持家（同＋１２．６％）および

貸家（同＋１１．０％）が増加した。

２４年度累計（１０か月間）では、３１，４９１戸

（前年同期比＋１３．５％）と前年を上回って推

移している。利用関係別では、持家（同

＋２．５％）、貸家（同＋２３．１％）ならびに分譲

（同＋１０．６％）が前年を上回った。

道内経済の動き
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③鉱工業生産～２か月ぶりの上昇

１月の鉱工業生産指数は８９．６と前月比

＋２．８％と２か月ぶりに上昇し、前年比（原

数値）は▲６．８％と８か月連続で低下した。

業種別では、前月に比べ金属製品工業、電

気機械工業など４業種が低下したが、鉄鋼

業、窯業・土石製品工業など１２業種が上昇し

た。

④公共投資～３か月ぶりの増加

１月の公共工事請負金額は、１２７億円（前

年比＋１８．６％）と３か月ぶりに前年を上回っ

た。

発注者別では、国（同▲７４．２％）が前年を

下回ったが、北海道（同＋２．７％）や市町村

（同＋２０２．３％）などが前年を上回った。

平成２４年度累計（１０か月間）では、請負金

額６，８７３億円（前年同期比＋８．８％）と前年を

上回った。

⑤雇用情勢～持ち直しの動きが続く

１月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は０．６１倍となり、前月比では横ばい、前年比

では０．１０ポイント上昇した。前年比は３６か月

連続の上昇となった。

新規求人数は、前年比８．６％の増加とな

り、３６か月連続して前年を上回った。業種別

では、建設業（前年比＋５４．４％）、医療、福

祉（同＋７．１％）、宿泊業、飲食サービス業

（同＋８．３％）などが増加した。

道内経済の動き
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輸出 輸入 輸出（前年比、右目盛） 輸入（同、同） 

億円 ％ 

13/1
0 

200 
400 
600 
800 
1,000 
1,200 

2,000 
1,800 
1,600 
1,400 

0 

-50 
-40 
-30 
-20 
-10 

10 
20 

50 
40 
30 

1211109876543212/1

貿易動向

（資料：函館税関）

件 
億
円 

件数 負債総額（右目盛） 

213/1121110987654312/2
0

10

20

0

30

40

50

60

50

100

150

200

250

300

企業倒産
（負債総額１千万円以上）

（資料：�東京商工リサーチ）

⑥来道客数～１１か月連続で前年を上回る

１月の来道客数は、７７５千人（前年比

＋１．７％）と１１か月連続で前年を上回った。

平成２４年度累計（１０か月間）では９，９２６千

人（前年同期比＋９．８％）となり、東日本大

震災前の水準を上回って推移している。

１月の新千歳空港輸送旅客数は、前年に比

べ３．２％増加した。国際線（前年比▲１０．５％）

が前年を下回ったものの、国内線（同

＋４．６％）が前年を上回った。

⑦貿易動向～輸出、輸入とも２か月連続増加

１月の道内貿易額は、輸出が前年比１８．５％

増の３３５億円、輸入が同１８．８％増の１，８３６億円

となった。

輸出は石油製品や化学製品、自動車の部分

品などが増加し、２か月連続で前年を上回っ

た。輸入は原油及び粗油などが増加し、２か

月連続で前年を上回った。

⑧倒産動向～件数は減少、負債総額は増加

２月の企業倒産は、件数が３９件（前年比

▲２２．０％）、負債総額が１３６億円（同＋５．４％）

となった。件数は４か月連続で前年を下回っ

たものの、負債総額は３か月連続で前年を上

回った。

業種別では、建設業やサービス他が１０件、

卸売業が７件などとなった。

道内経済の動き
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― ４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号

●基本統計数値
・面積 ８．７万�（北海道８．３万�）
・人口 ４９．７万人（２０１１年１月１日現在 ピークは１９９２年の７４万人）
・州内総生産額 ４，９２７億３，０３０万ルーブル（約１兆５，０００億円、前年比２５．６％増）（２０１０年）
・主要産業 石油・天然ガス・石炭採掘業、漁業・水産加工業、林業
出典：サハリン州国家統計委員会資料等

サハリンはエネルギー産業を背景にロシアの中でも著しい成長を遂げてきました。サハリン１、サハ
リン２の商業生産が始まり、資源開発のための工事が一段落している中、サハリン州経済の現状につい
て、２０１２年の統計資料や報道発表を基に現地からレポートします。

１．政府歳入額の増加による活発な公共投資
２０１２年のサハリン州歳入額は約６１０億ルーブル（約１，９００億円、前年比３８％増）と大幅に増加していま
す。この増加の要因はサハリン２からの利潤税の納付によるもので、この歳入増加により州内各所への
投資が行われています。老朽化住宅の移転、住宅・公共サービス用機材の購入、犯罪防止対策、無償司
法援助等への投資が既に行われ、更に広範囲な分野へ公共投資が実施される見通しとなっています。

２．所得水準の向上
２０１２年の全サハリン州の平均賃金は４４千ルーブル／月（約１３８千円、前年比１６％増）に上昇。消費者
物価は２０１１年と比べ６％上昇していますが、賃金は同比１６％の上昇であり、消費者物価の上昇を上回る
勢いです。また、極東地方全域の平均賃金約３２千ルーブル／月（約９９千円）、全ロシア平均２６千ルーブ
ル／月（約８１千円）と比較すると、サハリン州では非常に所得水準が高いことがわかります。エネル
ギー分野で高額の報酬を得る一部の労働者が、平均所得水準を大きく引き上げる構図となっているので
す。

３．住宅着工状況
寒冷地仕様の住宅等で北海道とも関わりの深い建設分野では、２０１２年の新築住宅着工面積は目標３００

千㎡に対し、結果は目標の約７割である２１４千㎡に留まっています。これは２０１１年の２３９千㎡を下回る実
績でした。ユジノサハリンスク市での民営住宅建設の落ち込みが著しく、今後の住宅建設動向が注目さ
れています。

４．貿易状況
２０１２年１～１１月のサハリン州税関扱いの対外貿易額は６０億ドルで、前年同期の１３０億ドルの半分に満
たない金額となっています。この減少の原因は、貿易量の大きいサハリン１の石油・ガス資源の取扱
が、サハリン州内からハバロフスク地方のデカストリ港に移転したことによるものです。

５．生活実感
サハリンでの２年間の勤務経験を経て感

じるのは、所得水準に比べ物価が高水準で
あるということです。平均所得水準が約
１３８千円／月の状況で、スーパーでは日本
と同等、或いはそれ以上の価格で商品が販
売されていますし、レストランで食事会を
すれば３，０００～４，５００円かかります。エネル
ギー産業がサハリン州に豊かさをもたらす
半面、その恩恵にあずかれない住民は逆に
苦しさを感じている印象を持ちました。

アジアニュース

サハリン経済動向を読み解く
北洋銀行 国際部 主査（北海道サハリン事務所派遣）

亀井 良司

ユジノサハリンスク市内で建
設中の住宅

LNG（液化天然ガス）を輸送
するタンカー
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アジアニュース

― ５ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号

各国別食品の輸入規制について

世界各国で食品の安全管理は強化される方向に

あります。日本から食品輸出を検討する際には関

連の規制を理解する必要があります。法制度や慣

習など多岐に亘りますが、まとめてみました。

【中国：上海】日本の輸入農産品は、りんご、

梨、そして条件付でお米のみが認められていま

す。畜産品も豚肉のみ。加工品でも豚以外の製品

は困難です。全ての加工品には中国語のラベル添

付が必要で、検疫局が輸入審査を行いますが、地

域により異なる運用も散見されます。また福島県

など１０都県全ての食品は輸入停止となっていま

す。道産品は原産地証明書、水産・乳製品、果物

等は放射性物質証明も必要です。

【シンガポール】日本からの食料品は一部を除い

て輸入可能で、他国と比べると規制は緩やかで

す。ただし生鮮品（青果、魚介）などは原産地証

明書を添付、全ての輸入品には英語ラベルを貼る

必要があるなど、一定程度の規制は存在します。

【ロシア：サハリン】日本から肉、乳製品を輸入

する場合、各種証明書の取得に多大な費用、期間

を要するため事実上困難です。また、コールド

チェーンが未発達のため、温度管理を必要とする

食品は輸送ルートに十分な注意を払わなければな

りません。

【まとめ：日本からの輸入が困難な食品】

中国 農畜産品（一部を除く）

シンガポール 一部のみ

ロシア 肉、乳製品

商品 単位 銘柄 上海 大連 シンガポール サハリン

トイレットペーパー １０巻 日本製 ４９０ ３４４
（中国製） ５２０ １，１８９

（ロシア製）

乾電池 単三２本 米国製 １０９ ６６
（中国製） ２３５ ２５７

洗濯洗剤 １kg 日本製 ２６３ １６０
（米国製） ２０２ １，０１８

クリーニング代 Yシャツ１枚 現地クリーニング店 １４８ １４８ ４８６ ３０３
電気料金 １kwh 住居用 ９ ７ ２０ １０
水道料金 １� 住居用 ２４ ４６ ８７ ９３
新聞 １部 一般紙 １４ １４ ６７ ２４
バス 市内均一区間 ２９ １４～２９ ７４～１５７ ４５
地下鉄 初乗り ４４ ― ８２～１７９ ―

携帯
機種 iPhone５１６G ７８，５２６ ７８，５２６ ４８，２６５ ９０，５９７

基本料金／月 ６８３ ８６１ ４，０５６ ７，５７５
通話料金／分 ３ ３ １１ ４

映画チケット 大人１名 時間帯により変動 ８１６～２，０７９４４５～１，０３９ ８６０ ５１５～９６９

現地価格調査（２０１３年３月）
（単位：円）

【調査場所】
上海 コンビニエンスストア「ローソン国際貿易中心店」他
大連 ショッピングセンター「ニューマート」他
シンガポール スーパーマーケット「NTUC Fairprice」他
サハリン スーパーマーケット「ピエルヴィー」他

【換算レート】
２０１３年２月２８日仲値
１中国元＝１４．８５円 １シンガポールドル＝７４．８３円 １ロシアルーブル＝３．０３円
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組織のトップ経営者は、規模を問わず、また、営利・非営利を問わず、悩みがちである。顧客

のこと、製品やサービスのこと、サプライヤーのこと、従業員のこと、金融機関のこと、税務当

局のこと、あるいは所有主のことを日々気にしながら、しかも同時に、明日のこと、来月のこ

と、１年後のこと、１０年後のことを気にする。悩みながらも様々な意思決定を下していく。経営

者は、時代を問わず、国を問わず、悩まされてきたし、こらからも悩まされるだろう。

しかし、経営のツールや指針は彼らの悩みを軽減できる。本稿では、株主の立場から見てうま

くいっているのかという視点から企業を診るツールを解説し、未来に向けた指針作りに役立つこ

とを経営者に理解してもらいたい。

１．財務諸表の分析方法

財務諸表を見比べることで企業の状態を診ることができる。闇雲に見比べても効率は悪いし、

見立てを間違うかもしれない。いくつかの観点に分けて企業の状態を診るのが効率的である。成

長性、収益性、安全性が代表的な観点である。成長性とは、企業はこれまで規模を成長させてき

たのかを診る観点である。収益性とは、企業はこれまでのところ儲かっているのかを診る観点で

ある。安全性とは、企業が当面財務的に困窮することはないのかを診る観点である。

成長性と収益性は「これまで」に注目するが、未来を見通したいと願うのは経営者だけではな

い。しかし、残念ながら、財務諸表には未来は計上されていない。せいぜい、「これまで」の成

長性と収益性を評価して、未来に対する見通しを少し持つだけである。これに対して、安全性で

は「当面」に注目する。「当面」では、具体的ではなく、煙に巻かれたような表現ではあるが、こ

の調子でいけば「当面」は財務的な問題はないと見立てるのである。

観点を正しくイメージできると、財務諸表分析の体系も容易に理解できる。業種や企業のライ

フステージにより分析の詳細は様々であるが、基本となるのは次のような体系である。

Ａ） 成長性

i．売上高成長率

ii．営業利益成長率

iii．総資産成長率

Ｂ） 収益性

i．総資産営業利益率（ROA）

ii．売上高営業利益率

（ア）売上高営業利益率

（イ）売上原価率ないしは売上高総利益率

（ウ）販管費率

経営のアドバイス

株主の立場で会社を診る
小樽商科大学大学院商学研究科
アントレプレナーシップ専攻

教授 籏本 智之
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iii．総資産回転率

（ア）総資産回転率

（イ）棚卸資産回転率ないし棚卸資産回転期間

（ウ）売上債権回転率ないし売上債権回転期間

（エ）支払債務回転率ないし支払債務回転期間

（オ）固定資産回転率

Ｃ） 安全性

i．短期の安全性

（ア）流動比率

（イ）当座比率

ii．長期の安全性

（ア）株主資本比率ないしは負債比率

（イ）固定比率または固定長期適合率

（ウ）インタレスト・カバレッジ・レシオ（注）

（注）短期の安全性に含めることもある。

２．ROAとROE

収益性の観点での分析で登場する比率は、並列的に理解するのではなく、階層的に理解してほ

しい。総資産営業利益率（Return on Assets；ROA）は、営業利益を総資産で除したものである

が、営業利益を売上高で除したものに、売上高を総資産で除したものを乗じたものに分解でき

る。有名なデュポン・チャート１の出発点でもある。すなわち、次が成り立つ。

ROA＝
営業利益

総資産
＝

�����
売上高営業利益率

営業利益

売上高
×

�����
総資産回転率

売上高

総資産

収益性の尺度として、ROAとは異なるROE（Return on Equity）が使われることある。当期純

利益を株主資本で除したものである。異なる点は、営業利益ではなく当期純利益を、総資産では

なく株主本で除している点である。当期純利益は、すべての収益からすべての費用と税金を差し

引いて計算する利益であるから、株主に帰属すると考えるべきである。株主資本は、株主が拠出

した資本とこれまでの当期純利益のうち株主に返還していない総額であるから、ROEは株主の立

場からの収益性を表している。他方、ROAは経営者の立場からの収益性を表している。

このROEをROAのように分解すると、次のような３つの要素に分解できる。

１Donaldson Brown,“Some Reminiscences of An Industrialist,”reprint of the 1958 ed., Hive Publishing Company,
1977, p.26.
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ROE＝
当期純利益

売上高
×

売上高

総資産
×

総資産

株主資本

右辺の第３項はさらに次のように変形できる。

総資産

株主資本
＝

株主資本＋負債

株主資本
＝１＋

負債

株主資本
＝１＋負債比率

つまり、ROEは次のように分解できる。

ROE＝

�����
売上高純利益率

当期純利益

売上高
×

�����
総資産回転率

売上高

総資産
×

���������
財務レバレッジ

（１＋負債比率）

このようにROEを分解して、前に示した体系にてらしてみると、ROEには安全性の尺度が一部

入り込んでいることがわかる。株主の立場からすると、収益性は負債を増やした方が高くなるの

である。経営者からすると、すなおには頷けないかもしれない。とくに、景気後退局面にあると

きはそうであろう。経営者としては、負債を増やして、もし、計画通りにいかなければ、自身の

責任問題につながりかねない。さらには、企業の存続に失敗するかもしれないと、悩みが増える

ばかりである。

３．ROEの第２の分解法

経営者の悩みは、負債を増やすことのリスクと言い換えてもよい。危険なばかりではなく、機

会も併せ持つのがビジネスにおけるリスクの意味である２。こうしたリスクを見えやすくするた

めに、ROEを異なる方法で分解しよう３。以下では、税金を無視し、営業利益から支払利息を差

し引いたものが当期純利益であるとして、分解している。

ROE＝
当期純利益

総資産
×

総資産

株主資本

＝
営業利益－支払利息

総資産
×

総資産

株主資本

＝ （
営業利益

総資産
－

支払利息

総資産
）×

総資産

株主資本

＝ （ ROA －
支払利息

総資産
）×

総資産

株主資本

２Aswath Damodaran,“Applied Corporate Finance : A User's Manual,”John Wiley & Sons, Inc.,2006,p.50.
３James M. Wahlen, Stephen P. Baginski, and Mark T. Bradshaw,“Financial Reporting, Financial Statement Analysis,
and Valuation : A Strategic Perspectives,”South-Western, Cengage Learning, 7th ed., 2011, p.358.
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＝ ROA ×
総資産

株主資本
－

支払利息

総資産
×

総資産

株主資本

＝ ROA ×（１＋負債比率）－
支払利息

株主資本

＝ ROA ＋ ROA × 負債比率 －
支払利息

株主資本
×

負債

負債

＝ ROA ＋ ROA × 負債比率 －
支払利息

負債
×

負債

株主資本

＝ ROA ＋ ROA × 負債比率 －
支払利息

負債
× 負債比率

＝ ROA ＋（ROA －
支払利息

負債
）× 負債比率

＝ ROA ＋スプレッド×負債比率

ここで、スプレッド＝ROA－
支払利息

負債

この式変形から明らかなように、スプレッドが正である限り、負債比率を高めるとROAが同

じでもROEを高めることができることがわかる。スプレッドが正であるのか、負であるのかをリ

スクと言い換えても良い。文字式の展開では理解が難しいかもしれないので、問題の形で示して

おこう。

問題 当社では、新人研修の一環として財務レバレッジと株主資本利益率の関係をプレゼンテー

ションさせている４。プレゼンテーションの課題は次の通りである。

今、A、B、Cの３社があり、どの会社も総資本は１００万円であるが、総資本に占める負債

の構成比率がA社は０％（つまり、負債はなく、株主資本のみ１００万円）、B社は５０％（負債

が５０万円、株主資本も５０万円）、C社は７５％（負債が７５万円、株主資本が２５万円）であると

する。負債の利子率は年７％である。また、景気の不況、正常、好況を数値で示すため、総

資本営業利益率が５％のときは不況、１０％の時は正常、２０％のときは好況であるとする。例

えば、３社とも不況の時は営業利益が５万円（＝総資本１００万円×５％）となり、好況の時

の営業利益は２０万円（＝総資本１００万円×２０％）となる。

以上の仮定に基づき、景気変動がA、B、C社の株主資本当期純利益率に与える影響を説

明しなさい。

問１ 不況、正常、好況におけるA、B、C社の営業利益、経常利益、株主資本当期純利益

率を表にすること。なお、当期純利益を計算する上では、営業利益から支払利息だけを

４岡本清・尾畑裕・挽文子・廣本敏郎『管理会計』中央経済社，２００３，pp．３７－３８を修正している。
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控除し、支払利息以外の収益・費用を一切考慮しない。また、税金を考慮しない。

問２ 問１の結果を使って、縦軸に株主資本当期純利益率、横軸に総資本営業利益率をとっ

てA、B、C社のグラフを作りなさい。

問３ 負債比率と株主資本当期純利益率の関係を説明しなさい。

解答

問１

A社 不況 正常 好況

営業利益 ５万円 １０万円 ２０万円

支払利息 － － －

当期純利益 ５万円 １０万円 ２０万円

株主資本当期純利益率 ５％ １０％ ２０％

B社 不況 正常 好況

営業利益 ５万円 １０万円 ２０万円

支払利息 ３．５ ３．５ ３．５

当期純利益 １．５万円 ６．５万円 １６．５万円

株主資本当期純利益率 ３％ １３％ ３３％

C社 不況 正常 好況

営業利益 ５万円 １０万円 ２０万円

支払利息 ５．２５ ５．２５ ５．２５

当期純利益 △０．２５万円 ４．７５万円 １４．７５万円

株主資本当期純利益率 △１％ １９％ ５９％

問２
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問３ 負債比率を上昇させると、株主資本当期純利益率は利子率を支点にして上昇する。し

かし、この効果は、総資本営業利益率が利子率を上回っている限り得られるが、利子率

を下回ると株主資本当期純利益率は下降の程度を強くしてしまう。

４．まとめに代えて

ROAの変動、もう少し正確に言うとスプレッドの変動をリスクと考えると、ROEはリスクに

財務レバレッジを乗じた分変動する、というのがROEの第２の分解方法の意味である。この分解

法を実践すると、経営者は、どの程度のスプレッドになるのかを計画し、その変動幅を予測し

て、財務レバレッジを変更するのかどうかを決定する、という意思決定スタイルになっていく。

あれこれ悩むよりははるかに健全な経営ができるはずである。企業の行方を決めるのはまずは経

営者である。是非、自信を持って健全な経営を行って欲しい。
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１．はじめに

現在、企業は長引く不況に対応することや経済のグローバル化による競争力強化の必要性に迫

られ、コスト削減の圧力への対応を余儀なくされています。

その為、日本の現行法では整理解雇が難しいとされている正規労働者の採用が減り、先行きが不

安定な商品などの需要に臨機応変に対応できる非正規労働者の雇用が増えることとなりました。

また、自動車産業や電気産業などの製造業を中心に、安価な人件費を求めて中国や東南アジア

などに生産拠点がシフトしていく中、国内産業の空洞化防止や国内の雇用確保の為、平成１６年３

月にそれまで禁止であった製造業への労働者派遣の解禁が、非正規労働者の採用拡大に拍車をか

けました。

このような経緯のもと、非正規労働者は多くの企業ではなくてはならない重要な位置づけに置

かれていますが、現在の法律の中で非正規労働者は本当に急激に変化する業務量に臨機応変に対

応するために活用できるのか、そして「少子高齢化」が進む日本において今後どのように非正規

労働者を活用すればよいかを検討していきます。

２．非正規労働者とは

「非正規労働者」の定義は法律上、明確にされていませんが、一般的に、期間の定めがなくフ

ルタイムで働く雇用契約を直接企業と締結している労働者を「正規労働者」、それ以外の労働者

を「非正規労働者」としており、「パートタイム労働者」「アルバイト労働者」「有期契約労働者」

「派遣労働者」などを指しています。

３．非正規労働者の雇用の現状

厚生労働省が発表した統計（※１）では、全体の約３分の１の事業所が、常用労働者の４分の１か

ら５分の１の人数を非正規労働者として活用しています。

非正規労働者を活用している企業の多くは、東南アジアを中心とした安価な人件費に対抗する

為や業務量の変化に対して、常に適正な人員で処理する手段として用いており、非正規労働者を

雇用している約８割の事業所が、非正規労働者を雇用できなければ事業が成り立たないと感じて

いるのが現状です。

４．非正規労働者が増えることによる問題

現在、日本は「少子高齢化社会」が進んでおり、今後も労働力人口が減少することにより、停

経営のアドバイス

非正規労働者雇用時の留意事項と
これからの活用方法

※１ 平成２３年有期労働契約に関する実態調査（厚生労働省）を参照。

税理士法人 さくら総合会計
労務部 社会保険労務士 横浜 昭浩
労務部 社会保険労務士 原田 太
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滞している経済がますます低下していくことが懸念されています。

少ない労働力人口で経済を成長させるには、一人ひとりの生産性を向上させることが必要とな

り、そのためには今まで以上に教育訓練が重要となります。

しかし、調整弁として雇用されている非正規労働者に対しては教育訓練の機会が与えられてお

らず、その機会が与えられなければ、労働者一人ひとりの生産性は向上しません。

特に若年層が正規雇用されずに非正規労働者として就労した場合には、①長期に渡り教育訓練

の機会が得られない②吸収能力が高く、短期で成果が出易い絶好の教育訓練の時期を逸する③早

い時期に失業し、生産性を向上させる側から長期に渡り養われる側に移行してしまうこととなり

ます。

労働力人口が減少しているだけでなく、低賃金で働き、社会保険に加入しない非正規労働者が

増えることは、現役世代が納めている年金保険料によって、現在年金で生活を営んでいる高齢者

を支える「世代間扶養」の考え方で運営されている年金制度を脅かします。

さらに今後も少子高齢化が進むことや非正規労働者が増加していることで、年金制度はますま

す先行きが不透明となり、将来を不安視し、老後の蓄えのために現在買い控えを行うなどにより

消費の低迷を引き起こし、経済成長の低下に拍車をかけています。

５．非正規労働者を雇用する際に関連する主なルール

グローバル化の流れの中で、競争の激化に対応するためなどを理由として、非正規労働者の活

用が近年増加しましたが、非正規労働者を雇用する際には下記のルールについて注意が必要で

す。

（１）パートタイム労働法

（２）労働契約法

（３）有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について

（１）パートタイム労働法の主な内容

１）労働条件に関する文書の交付など

パートタイム労働法ではパートタイム労働者を雇入れたとき（契約更新時も含む）は、労

働基準法にて義務づけられている労働条件の明示に加えて、「昇給の有無」「退職手当の有

無」「賞与の有無」の３つの事項を文書の交付など（３つの事項についてはパートタイム労働

者が希望した場合は電子メールやFAXでも可）により速やかにパートタイム労働者に明示す

ることが義務づけられています。

２）差別的取扱いの禁止

① 事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労

働者（※２）と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない（実質無期を含む）

※２ パートタイム労働法では「通常の労働者」は「正社員」や「正職員」などの正規労働者を指します。
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労働契約を締結している者についてはパートタイム労働者であることを理由として、そ

の待遇について、差別的取扱いをしてはならないとしています。

② ①の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の定めのない労働契約と

同視することが社会通念上相当と認められる有期労働契約を含むものとされます。

通常の労働者と就業の実態が同じと判断されたパートタイム労働者などに対して禁止

さている差別的取扱いの主な内容

（ア）賃金の決定

《通勤手当など所定労働時間の長短に関係なく支給されるものについては通常の

労働者と同様に支給しなければなりません。》

（イ）教育訓練の実施

《通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについ

てはパートタイム労働者に対しても実施しなければなりません。》

（ウ）福利厚生施設の利用など

《給食施設、休憩室、更衣室についてはパートタイム労働者にも利用の機会を与

えるよう配慮しなければなりません。》

３）通常の労働者への転換

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者につ

いて、次のいずれかの措置を講じ、周知しなければなりません。

①通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周

知する。

②通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応

募する機会を与える。

③パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。

④その他通常の労働者への転換を推進する為の措置を講ずる。

４）待遇の決定に当たって考慮した事項の説明

事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定す

るに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

（２）労働契約法の主な内容

１）労働契約の内容の理解の促進

①事業主は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深

めるようにしなければなりません。

②労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含

む）について、できる限り書面により確認しなければなりません。
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２）契約期間についての配慮

事業主は、有期労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らし

て、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのない

よう配慮しなければなりません。

３）契約期間中の解雇

使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由でなければ、その契約期間が満了す

るまでの間において、労働者を解雇することはできません。

さらに平成２５年４月１日（一部平成２４年８月１０日公布）から労働契約法が一部改正され、

有期労働契約のルールが追加されます。

主な内容は下記の通りです。

①無期労働契約への転換

同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて反復更新された場合は、

労働者から申し込みがあった場合には無期労働契約に転換しなければなりません。

②「雇止め法理」の法制化（平成２４年８月１０日公布）

無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるなどの有期契約労働者に該

当した場合には、使用者が雇止めをすることが、「客観的に合理的な理由を欠き、社会

通念上相当であると認められないとき」は雇止めが認められず、従前と同一の労働条件

で、有期労働契約が更新されます。

尚、雇止めが有効か否かの基準は、過去の最高裁判所の判例「雇止め法理」がそのま

まの内容で法律として規定されています。

③不合理な労働条件の禁止

同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、

期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることが禁止されました。

これは、有期契約労働者と無期契約労働者との間で労働条件の相違があることが直ち

に不合理であり禁止されるというわけではなく、「労働者の業務の内容及び当該業務に

伴う責任の程度」、「転勤、昇進といった人事異動や本人の役割の変更の有無や範囲を比

較してこれらの内容について相違がないのに、労働条件が相違するのは認められない」

としています。

ここでいう労働条件は、賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、服務規律や

教育訓練、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれています。

（３）有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について（厚生労働省告示）

１）更新の有無及び判断基準の明示

使用者は、有期労働契約の締結に際し、労働者に対して、更新の有無を明示しなければな

らず、更新する場合がある旨明示したときは、更新の判断基準を明示しなければなりませ
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ん。

２）雇止めの予告

使用者は、次のいずれかの要件に該当する有期労働契約を更新しないこととしようとする

場合には、少なくとも３０日前までにその予告をしなければなりません。

①３回以上更新されている場合

②１年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、最初に労働契約を締結してか

ら継続して通算１年を超える場合

③１年を超える期間の労働契約を結んでいる場合

但し、いずれの場合も予め更新しない旨が明示されている場合は除かれます。

３）雇止めの理由の明示

使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅

滞なくこれを交付しなければなりません。

６．非正規労働者を雇用する際の留意点

前項で説明した法律から解釈していくと、非正規労働者として雇用されていても、実態が正規

労働者と同様の勤務日数や勤務時間・仕事の内容や責任の程度が与えられていた場合には、正規

労働者と同様に扱わなければならないこととなります。

また、実際にこのような法律があることを熟知していなかった結果、非正規労働者に対しての

労務トラブルが増加しています。

例として下記の内容が挙げられます

①有期契約労働者を契約期間満了で雇止めしたが、反復更新されていたので雇止めが無効

になった。

②労働契約書や就業規則を整備していなかったため、非正規労働者にも正規労働者と同様

に賞与や退職金を支払わざるをえなかった。

非正規労働者に適用される法律を熟知し、特に下記の点で正規労働者との違いを明確にするこ

とが重要です。

①労働契約 … 賞与や退職金の有無を明確にする。有期雇用契約の場合は更新の有無と

更新の判断基準を記載する。

②就業規則 … 正規労働者とは別に、非正規労働者に適用する就業規則を作成する。

③就業実態 … １ヶ月の勤務日数や１日の勤務時間、仕事の種類や責任の程度、転勤・

配転の有無など、正規労働者と非正規労働者の就業実態の違いを明確に

する。

そして、さらに大事なことは上記①～③の内容を非正規労働者に説明し、理解させることで

す。非正規労働者が「聞いていない」「知らなかった」となるのがトラブル発生の原因ですので、
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メリット デメリット

企

業

・仕事の量・質・責任の程度をそのまま
継続でき、新たに雇用や教育に対する
時間と費用が抑えられる
・労働者が、生活への不安がないため、
会社への忠誠心を保てる

・今まで通り高齢者に頼ることにな
り、世代交代が遅れる
・健康面、体力面での個人差や１年毎
の差が大きくなり、提供される労働
力が不安定（見込みがたたない）
・新しい技術に適応できない

労
働
者

・生活の不安が解消される ・高齢による健康面、体力面に不安が
あるにも関わらず、従来と同じ労働
力を提供する必要がある

きちんと説明をしてそのようなことが起こらないように留意しなくてはなりません。

７．非正規労働者の活用

非正規労働者には、様々な法律の適用や留意点があることをみてきました。次に、非正規労働

者の活用例をメリット、デメリットを検討しながら紹介いたします。

（１）高年齢者の活用

１）高年齢者雇用安定法の改正に基づく、６０歳以降６５歳までの雇用期間

高年齢者雇用安定法（※３）の改正により、平成２５年４月から希望者全員を６５歳まで雇用（年

齢により経過措置あり）することになります。定年はこれまで同様６０歳でも構いませんが、

６５歳までは再雇用などでの継続雇用をすることになります。そこで、定年から６５歳までの５

年間の雇用確保措置として非正規労働者を活用する例をみていきます。

２）定年後の期間を「正規労働者」「非正規労働者」とした場合の比較

６０歳から６５歳までの期間については「正規労働者」「非正規労働者」のどちらの雇用形態で

も構わないことになっています。まずは雇用形態による比較をみてみます。

Ａ．正規労働者として雇用した場合

※３ 「高年齢者雇用安定法」
６５歳未満の定年を定めている事業主は①定年の引き上げ②継続雇用制度の導入③定年の定めの廃止―いずれか
の措置をとることが義務づけられています。また、②を導入している企業は高年齢者が年金受給開始年齢まで
は働き続けられるよう改正され、平成２５年４月１日から施行されることになります。
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メリット デメリット

企

業

・賃金が抑制できる
・抑制した額で新たに若年者を雇用し技
術を伝承することが可能。また、教
育・研修・設備購入などに投資できる
・健康面、体力面の不安は業務内容や勤
務日数などの変更で柔軟に対応可能

・仕事の内容や責任の度合いが変わら
ないにも関わらず、賃金が下がるこ
とによる労働者の業務の質や意欲の
低下

労
働
者

・高齢による健康面、体力面の不安があ
る場合は業務内容、勤務日数などの変
更が可能

・賃金低下による生活への不安

６０歳まで ６０歳から ＊金額はイメージです

賃金

５０万円

賃金

２５万円

①定年再雇用により、賃金減額

②減額した額で若年者雇用や教育

研修等を実施

①
定年再雇用

若年者雇用
②

賃金

１５万円 教育研修等実施

Ｂ．非正規労働者として雇用した場合

３）非正規労働者として雇用する目的

企業が定年後の雇用形態を「正規労働者」「非正規労働者」と選択する時に、どちらにもメ

リット、デメリットはありますが、企業は高齢者の定年後５年間の雇用期間をどのような目

的として定めるかがポイントとなります。

例えば、企業を長く繁栄させていくためは、次の世代への技術の伝承（※４）が必要です。そ

のためには、伝承の受け手となる若年者の雇用がとても重要となってきますが、当然若年者

を雇用するためには、経費が発生します。そこで、定年後の高齢者雇用において非正規労働

者として活用することが有利となります。定年再雇用後は賃金を見直し、高年齢者の賃金の

減額を図り、その減額した分で、若年者を雇用し、教育・研修などを行っていくことで、後

進を育て世代交代を図ることができます。（下図参照）

図

※４ 「技術の伝承」としておりますが、ここでは技術・技能・企業の伝統・風土など受け継がれていくもの
全般を指しています。
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４）非正規労働者として雇用した場合の問題点と解決策

企業にとって、定年後６５歳までの雇用確保のため、高年齢者を非正規労働者として雇用す

ることは技術の伝承といったメリットだけでなく、デメリットもいくつかあり、それらは当

然解消したい項目です。例えば、非正規労働者となることで、業務の内容や責任度合いが変

わらないまま、賃金を減額すると労働者の業務の質、意欲の低下がおこりえますし、就業の

実態が同じと判断されると、パートタイム労働法より賃金の決定に関しての差別的取り扱い

禁止など法律の問題も生じてきます。そこで、仕事の内容変更や責任の度合いの軽減を図っ

たり、限られた時間の中で技術の伝承のみを役割として与える、といった対応が求められま

す。さらに、賃金が低下したことに伴う労働者の生活への不安は、本人が受給できる高年齢

雇用継続給付金（※５）や特別支給の老齢厚生年金（※６）、あるいは在職老齢年金制度（※７）を考慮しな

がら、賃金の検討を企業が行うことが解決策として挙げられます。

企業は高齢者にこれまで培ってきた知識や経験を活かす職務で活躍してもらうことがで

き、健康面や体力面で不安のある場合は、正規雇用時のフルタイム労働から短時間勤務や出

勤日数を減らし配慮することも可能です。

５）これからの方向性

６５歳までの雇用確保措置が設けられた背景には、年金の支給開始年齢の引き上げにより無

収入状態ができないようにすることが要因としてあります。厚生労働省では、年金の支給開

始年齢を６８歳へ引き上げることを検討しており、議論がされています。まだ正式決定ではあ

りませんが、そうなると現在の定年年齢を６０歳から引き上げることが予想されます。

現在の法律では定年年齢が６０歳となっているため、定年後を非正規雇用化する対応が可能

ですが、定年年齢が引き上がると、定年後を非正規労働者として活用することは難しくなり

ますので、今のうちに活用を検討されてはいかがでしょうか。

（２）非正規労働者を正規労働者として登用することによる活用

１）非正規労働者の正規労働者への登用制度

企業が新規に採用を行う場合、内部に非正規労働者がいるにも関わらず、外部からの採用

※５ 「高年齢雇用継続給付金」
雇用保険の被保険者期間が５年以上ある６０歳以上６５歳未満の一般被保険者が、６０歳以降の賃金が６０歳時点に比
べて７５％未満に低下した状態で働く場合に支給されます。

※６ 「特別支給の老齢厚生年金」
６０歳以上６５歳未満時に受給している厚生年金で、性別や生年月日により受給できる人とできない人がおりま
す。

※７ 「在職老齢年金制度」
年金を受給できる人が６０歳以降も働いていると、年金の一部または全部が支給停止になる制度。６０歳台前半と
６０歳台後半で支給停止の計算方法が異なります。
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経営のアドバイス

― ２０ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号

メリット デメリット

企

業

・正規労働者となる人材の選別ができ、
雇用のミスマッチを防げる（能力・性
格などを把握できる）
・新卒採用に比べリスクが少なく、即戦
力として期待できる
・人件費等の計算をたてやすい

・明確な基準を設けず、恣意的に登用
すると、正規労働者へ登用された者
と非登用者との関係が悪化する

労

働

者

・正規労働者に登用される可能性がある
ため、高い目標を持ち、仕事にやりが
いを感じる
・雇用のミスマッチを防げる（仕事内
容、社風、雰囲気、賃金など）

・いつまでも正規労働者になれないこ
とにより、意欲の低下がおきる

ばかりしていることがあります。しかし、一度内部にも目を向けてみると、非正規労働者の

中にも正規労働者となることを希望している能力が高く、意欲のある労働者がいるのではな

いでしょうか。そのような労働者を正規労働者として採用することはメリットがあります。

２）非正規労働者を正規労働者へ登用することのメリット・デメリット

３）非正規労働者から正規労働者へ登用する利点

新規採用を外部からではなく、内部からの非正規労働者を登用すると、企業はその労働者

の能力なども把握しておりますし、労働者も仕事の内容などを知っているため、スムーズに

業務に入ることができる点があります。また、正規労働者に登用される可能性が生じること

によって高いモチベーションが生まれます。

４）非正規労働者から正規労働者へ登用する問題点と解決策

企業が正規労働者登用のための明確な基準を設けず、恣意的に登用すると、正規労働者と

非正規労働者の関係が悪化します。その解決策として、明確な基準を設け、非登用者に登用

されない理由を伝えることで、改善しようと意欲を持ち、新たな目標を持って仕事に取り組

んでもらうことができます。このようにしてデメリットも解消されていくことになります。

５）これからの方向性

厚生労働省の資料（※８）によると、大学新卒で正規労働者として採用され、３年以内に離職

した労働者は約３０％、高校新卒でも約３５％となっています。離職した若年者はキャリアを積

んでいないため、次に就職しようとしても正規雇用として採用されず、非正規労働者となっ

ているケースがあります。要因としては労働者と企業とのミスマッチがあげられます。

※８ 新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況（厚生労働省）
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経営のアドバイス

― ２１ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号

企業は正規労働者を採用する際は、非正規労働者からの登用制度を設けることで雇用のミ

スマッチを防ぐことができ、やる気のある人材を採用することができます。また、それによ

り人材の早期流出を防ぐことができます。ぜひ、活用を検討されてはいかがでしょうか。

８．おわりに

新聞やテレビで、非正規労働者について報道されることも増え、非正規労働者の処遇などにつ

いて注目されてきています。今まで非正規労働者は、正規労働者と同様の業務内容・労働時間を

低賃金で行うことを企業側から強いられ、その結果、不平不満がつもり、意欲が低下したり、ま

た、企業内では正規労働者と非正規労働者でそれぞれで団結し、互いの意思疎通が図れず、ムー

ドが悪くなっていることもありました。しかし、「６．非正規労働者の活用」でも紹介したとお

り、非正規労働者の個々のニーズへの配慮や目標を持てる環境を作ることで、非正規労働者に高

い意欲を持って仕事に取り組んでもらうことができます。一方で、個々のニーズに合わせた様々

な勤務体系は、企業内の一体感が保てないこともあり、企業は、運動会や観楓会の復活など様々

な工夫を行い、コミュニケーションを図る場を設け、正規労働者と非正規労働者の一体感を回復

させる努力をしています。

今回、ご紹介した非正規労働者の活用は一例ですが、複雑化した雇用形態の中で、正規労働

者、非正規労働者といった人材をどのように採用し育て、活用していくかが企業の大きな課題と

なります。人材で悩まれる経営者は多いですが、企業内で育てた人材は、企業にとって付加価値

を生み出す人材となり、企業の発展に大いに貢献してくれるのではないでしょうか。

さくらマネジメントグループでは、事業主、家族従事者も労災保険に特別加入できる労働保

険事務組合を運営しているほか、社会保険・労働保険の手続き代行、給与計算、就業規則・

給与規程等の諸規則の作成など企業の労務管理に関するサポート業務をワンストップでお受

けしております。お気軽にご相談ください。（グループ概要は調査レポート平成２４年１２月号を

ご参照ください。）
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年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国
１７年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

１７年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

１７年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

１７年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

１７年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

１７年＝１００
季調値

前 期 比
（％）

２０年度 ９６．１ △７．８ ９４．４ △１２．７ ９８．２ △５．８ ９５．０ △１２．６ １０２．５ △２．４ ９５．３ △５．２
２１年度 ９０．１ △６．２ ８６．１ △８．８ ９２．７ △５．６ ８７．１ △８．３ ９０．８ △１１．４ ８９．５ △６．１
２２年度 ９３．５ ３．８ ９４．１ ９．３ ９６．５ ４．１ ９５．３ ９．４ ９２．０ １．３ ９３．０ ３．９
２３年度 ９４．４ １．０ ９３．２ △１．０ ９９．５ ３．１ ９３．４ △２．０ ９３．１ １．２ １０１．９ ９．６

２３年１０～１２月 ９３．６ △１．４ ９４．１ ０．４ ９９．１ △１．５ ９４．６ ０．３ ８６．３ △１．１ １０１．５ △１．４
２４年１～３月 ９６．６ ３．２ ９５．３ １．３ １００．５ １．４ ９５．４ ０．８ ９０．４ ４．８ １０７．５ ５．９

４～６月 ９４．２ △２．５ ９３．４ △２．０ ９７．９ △２．６ ９５．２ △０．２ ９０．５ ０．１ １０７．５ ０．０
７～９月 ９１．１ △３．３ ８９．５ △４．２ ９６．７ △１．２ ９０．１ △５．４ ８８．６ △２．１ １０７．８ ０．３
１０～１２月 r ８７．２ △４．３ ８７．８ △１．９ ９３．７ △３．１ r ８８．２ △２．１ r ８９．７ １．２ r１０５．１ △２．５

２４年 １月 ９６．８ ２．７ ９５．９ ０．９ １０１．１ １．７ ９５．０ △１．１ ９０．３ ４．６ １０３．６ ２．１
２月 ９６．３ △０．５ ９４．４ △１．６ ９９．７ △１．４ ９５．３ ０．３ ８９．１ △１．３ １０３．１ △０．５
３月 ９６．６ ０．３ ９５．６ １．３ １００．８ １．１ ９５．８ ０．５ ９０．４ １．５ １０７．５ ４．３
４月 ９５．８ △０．８ ９５．４ △０．２ ９９．７ △１．１ ９６．４ ０．６ ９１．５ １．２ １０９．６ ２．０
５月 ９３．３ △２．６ ９２．２ △３．４ ９５．７ △４．０ ９５．１ △１．３ ９２．７ １．３ １０８．８ △０．７
６月 ９３．４ ０．１ ９２．６ ０．４ ９８．３ ２．７ ９４．２ △０．９ ９０．５ △２．４ １０７．５ △１．２
７月 ９４．１ ０．７ ９１．７ △１．０ １００．１ １．８ ９１．３ △３．１ ９１．１ ０．７ １１０．６ ２．９
８月 ９１．０ △３．３ ９０．２ △１．６ ９６．９ △３．２ ９１．５ ０．２ ９０．０ △１．２ １０８．８ △１．６
９月 ８８．３ △３．０ ８６．５ △４．１ ９３．０ △４．０ ８７．６ △４．３ ８８．６ △１．６ １０７．８ △０．９
１０月 ８７．１ △１．４ ８７．９ １．６ ９２．３ △０．８ ８７．５ △０．１ ９０．４ ２．０ １０７．７ △０．１
１１月 ８７．４ ０．３ ８６．７ △１．４ ９３．２ １．０ ８６．８ △０．８ ９０．５ ０．１ １０６．４ △１．２
１２月 r ８７．２ △０．２ r ８８．８ ２．４ ９５．６ ２．６ r ９０．３ ４．０ r ８９．７ △０．９ r１０５．１ △１．２

２５年 １月 p８９．６ ２．８ ８９．１ ０．３ p９７．２ １．７ ９０．０ △０．３ p９１．３ １．８ １０４．７ △０．４

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度は原指数による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

大型小売店販売額
大型店計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２０年度 ９３３，７２０△２．２ ２０６，５８９△２．８ ２８３，３１７ △８．６ ７８，４４２ △６．９ ６５０，４０４ ０．８ １２８，１４７ △０．１
２１年度 ９２０，８５５△１．４ １９５，６７５△５．３ ２４６，０８６ △１３．１ ７０，５４４ △１０．１ ６７４，７６９ ３．７ １２５，１３１ △２．４
２２年度 ９３５，２９９△２．１ １９５，７８５△１．５ ２２０，２３３ △１０．５ ６７，２６７ △４．６ ７１５，０６７ １．１ １２８，５１８ ０．３
２３年度 ９４８，５４４ ０．３ １９７，００８ ０．１ ２１４，０７１ △２．８ ６７，２３１ △０．１ ７３４，４７３ １．２ １２９，７７７ ０．２

２３年１０～１２月 ２５７，８５９ ０．３ ５３，３３７△０．４ ６０，６３２ △１．８ １９，２８７ △０．７ １９７，２２８ ０．９ ３４，０４９ △０．３
２４年１～３月 ２２９，４０６ ０．２ ４８，０７４ ２．３ ５２，５３６ △０．５ １６，３６１ ４．０ １７６，８７０ ０．５ ３１，７１４ １．４

４～６月 ２３０，４０１△０．１ r ４７，１０１△０．７ ４８，８７１ △１．８ r １５，５２９ △１．２ １８１，５３０ ０．４ ３１，５７２ △０．５
７～９月 ２２９，５０９△０．５ r ４７，３９１△１．６ ４９，８６５ △２．５ １５，４４７ △２．６ １７９，６４４ ０．１ r ３１，９４４ △１．１
１０～１２月 r ２５９，３６９ ０．６ r ５３，３５０ ０．０ ６０，４０５ △０．４ １９，０５３ △１．２ r １９８，９６４ ０．９ r ３４，２９７ ０．７

２４年 １月 ７８，９２７△０．０ １７，３８３△０．１ １８，８３０ △１．２ ５，９７４ △０．８ ６０，０９７ ０．３ １１，４０８ ０．２
２月 ７０，６２５ ０．４ １４，６５９ １．３ １５，１６９ △４．８ ４，６９１ △０．４ ５５，４５６ １．９ ９，９６９ ２．１
３月 ７９，８５４ ０．４ １６，０３２ ６．１ １８，５３７ ４．０ ５，６９６ １３．９ ６１，３１７ △０．７ １０，３３７ ２．２
４月 ７７，６６１ ０．０ １５，６６４ ０．１ １６，５０９ △２．１ ５，１８４ ０．７ ６１，１５１ ０．６ １０，４８０ △０．２
５月 ７７，０９６ ０．３ r １５，７５５△０．１ １６，２１８ △１．６ r ５，１２７ △２．０ ６０，８７９ ０．８ １０，６２８ ０．８
６月 ７５，６４４△０．６ １５，６８２△２．２ １６，１４４ △１．７ ５，２１８ △２．４ ５９，５００ △０．３ １０，４６４ △２．１
７月 ８０，４７２△２．３ １７，１２３△４．０ １８，８３１ △３．３ ６，２０９ △４．４ ６１，６４１ △２．０ １０，９１４ △３．８
８月 ７７，３７０ ０．２ １５，５６８△０．０ １５，４８９ △０．６ ４，５４５ △１．８ ６１，８８１ ０．４ １１，０２３ ０．７
９月 ７１，６６７ ０．８ r １４，７００△０．２ １５，５４５ △３．３ ４，６９３ △０．８ ５６，１２２ ２．０ r １０，００７ ０．１
１０月 ７７，３８１△０．０ r １５，６７２△２．４ １７，７４８ ０．４ ５，３４９ △３．０ ５９，６３３ △０．２ r １０，３２３ △２．１
１１月 ７８，０１２ ０．６ r １６，６３０ １．６ １７，９０９ △０．２ ５，９８５ １．６ ６０，１０３ ０．９ r １０，６４５ １．６
１２月 r １０３，９７６ １．０ r ２１，０４８ ０．７ ２４，７４８ △１．１ ７，７１９ △２．１ ７９，２２８ １．７ r １３，３２９ ２．３

２５年 １月 p ７９，５５２ ０．８ １６，８７２△２．９ p １８，５３４ △１．６ ５，９０７ △１．１ p ６１，０１８ １．５ １０，９６５ △３．９

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■大型小売店販売額の前年同月比は全店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― ２２ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．２０１／本文　※柱に注意！／０２２～０２５　主要経済指標  2013.03.19 19.20.39  Page 22 



年月

コンビニエンス・ストア販売額 消費者物価指数（総合） 円相場
（東京市場）

日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）２２年＝１００
前 年 同
月比（％）２２年＝１００

前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２０年度 ４３０，６２４ ５．５ ８０，５５６ ７．２ １０３．１ １．４ １０２．１ １．１ １００．４６ ８，１１０
２１年度 ４３０，９２２ ０．１ ７９，３８３ △１．５ １００．１ △２．９ １００．４ △１．７ ９２．８０ １１，０９０
２２年度 ４４７，９５１ ４．０ ８２，６５７ ４．１ ９９．９ ０．１ ９９．９ △０．４ ８５．６９ ９，７５５
２３年度 ４７７，４２６ ６．２ ８９，７５８ ７．６ １００．３ ０．４ ９９．８ △０．１ ７９．０５ １０，０８４

２３年１０～１２月 １２１，３９１ ９．９ ２２，７０８ １１．３ ９９．９ ０．０ ９９．６ △０．３ ７７．３９ ８，４５５
２４年１～３月 １１３，１７４ ４．６ ２２，０３３ ５．９ １００．６ ０．５ ９９．９ ０．３ ７９．２８ １０，０８４

４～６月 １２０，９６９ ４．４ ２３，３３６ ５．８ １００．６ ０．０ １００．０ ０．２ ８０．１７ ９，００７
７～９月 １３４，４５６ ２．８ ２５，２５１ ２．２ ９９．８ △０．４ ９９．４ △０．４ ７８．６２ ８，８７０
１０～１２月 １２７，１８８ ３．１ ２４，１５２ ２．４ １００．０ ０．０ ９９．４ △０．２ ８１．１６ １０，３９５

２４年 １月 ３７，７３２ ３．７ ７，２３５ ４．９ １００．２ ０．３ ９９．６ ０．１ ７６．９７ ８，８０３
２月 ３６，５３２ ７．７ ７，０８２ ８．８ １００．４ ０．４ ９９．８ ０．３ ７８．４５ ９，７２３
３月 ３８，９１０ ２．７ ７，７１５ ４．４ １０１．３ ０．９ １００．３ ０．５ ８２．４３ １０，０８４
４月 ３８，５５２ ７．３ ７，５９８ １０．３ １０１．１ ０．６ １００．４ ０．４ ８１．４９ ９，５２１
５月 ４０，８９９ ４．２ ７，９２０ ６．０ １００．６ △０．１ １００．１ ０．２ ７９．７０ ８，５４３
６月 ４１，５１８ ２．０ ７，８１８ １．５ １００．２ △０．４ ９９．６ △０．２ ７９．３２ ９，００７
７月 ４５，４８１ １．４ ８，６０４ １．０ ９９．７ △０．６ ９９．３ △０．４ ７９．０２ ８，６９５
８月 ４６，１４４ １．９ ８，６７２ ３．１ ９９．６ △０．６ ９９．４ △０．４ ７８．６６ ８，８４０
９月 ４２，８３１ ５．３ ７，９７５ ２．７ １００．０ ０．０ ９９．６ △０．３ ７８．１７ ８，８７０
１０月 ４２，３８２ ３．３ ８，０５７ ２．２ ９９．９ ０．０ ９９．６ △０．４ ７８．９７ ８，９２８
１１月 ４０，３９５ ２．６ ７，７４１ １．９ ９９．６ △０．１ ９９．２ △０．２ ８０．８７ ９，４４６
１２月 ４４，４１１ ３．５ ８，３５４ ３．０ １００．４ ０．３ ９９．３ △０．１ ８３．６４ １０，３９５

２５年 １月 ３９，２２１ ３．９ ７，５４２ ４．２ １００．６ ０．３ ９９．３ △０．３ ８９．１８ １１，１３９

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省 日本銀行 日本経済新聞社

■コンビニエンス販売額の前年同月比は全店ベースによる。 ■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２０年度 １５０，１２３ △１１．２ ３９，１４５ △１９．２ ６３，４９０ △１１．３ ４７，４８８ △３．４ ３，９０８，８８０ △１１．０
２１年度 １６０，１１６ ６．７ ４９，０７８ ２５．４ ６６，２２３ ４．３ ４４，８１５ △５．６ ４，１７５，４５７ ６．８
２２年度 １５２，７３４ △４．６ ４６，５９２ △５．１ ６２，４６２ △５．７ ４３，６８０ △２．５ ３，７８８，３１５ △９．３
２３年度 １５７，８５８ ３．４ ４７，８０６ ２．６ ６３，７１５ ２．０ ４６，３３７ ６．１ ４，００９，９８８ ５．９

２３年１０～１２月 ３３，２４１ ２５．０ １０，６０７ ２９．４ １２，２７２ １９．４ １０，３６２ ２７．５ ９３４，２５９ ２４．６
２４年１～３月 ５３，６３７ ４８．８ １６，５１５ ５９．９ ２１，１９４ ４５．３ １５，９２８ ４３．２ １，４４８，８８６ ５０．３

４～６月 ４６，８７１ ５５．８ １２，３９１ ５１．１ １８，３２９ ４１．４ １６，１５１ ８１．１ １，０７６，８７８ ６６．０
７～９月 ４５，７８７ １１．９ １３，１０３ ４．９ １８，２８９ ５．８ １４，３９５ ２９．３ １，１３８，７６６ １６．４
１０～１２月 ３４，３９３ ３．５ ９，２３４ △１２．９ １３，６８８ １１．５ １１，４７１ １０．７ ９０７，８０２ △２．８

２４年 １月 １１，９６１ ３９．５ ３，４９６ ４９．８ ４，６２９ ３２．７ ３，８３６ ３９．３ ３５８，６８５ ３８．４
２月 １４，６１１ ３０．６ ４，３８７ ３８．２ ５，６４６ ３０．８ ４，５７８ ２３．８ ４４９，２８５ ３１．７
３月 ２７，０６５ ６６．３ ８，６３２ ７９．１ １０，９１９ ６０．９ ７，５１４ ６０．９ ６４０，９１６ ７６．３
４月 １４，４６１ ９０．７ ３，６７５ ８３．２ ５，９８７ ８２．４ ４，７９９ １０９．２ ３０６，２６１ ９９．５
５月 １３，９９１ ７２．８ ３，７３１ ６４．３ ５，０８２ ６５．９ ５，１７８ ８７．４ ３３７，９７６ ６８．６
６月 １８，４１９ ２７．９ ４，９８５ ２７．１ ７，２６０ ９．８ ６，１７４ ６０．０ ４３２，６４１ ４６．８
７月 １８，７５１ ３０．４ ５，１０８ ２５．５ ７，８０２ １８．６ ５，８４１ ５６．７ ４４５，２３９ ４２．３
８月 １２，４１６ ８．７ ３，５５１ ３．０ ４，６５４ △３．４ ４，２１１ ３３．３ ３１５，７９０ １５．６
９月 １４，６２０ △３．２ ４，４４４ △１０．５ ５，８３３ △１．０ ４，３４３ ２．３ ３７７，７３７ △３．７
１０月 １２，３０６ ０．７ ３，１２２ △１６．９ ５，０７３ ７．０ ４，１１１ １０．５ ２９９，３３４ △６．７
１１月 １２，６０３ ６．７ ３，４２４ △７．６ ４，９４５ １３．６ ４，２３４ １２．６ ３２４，４２２ ０．２
１２月 ９，４８４ ３．１ ２，６８８ △１４．６ ３，６７０ １５．６ ３，１２６ ８．５ ２８４，０４６ △２．０

２５年 １月 １１，１６１ △６．７ ３，０６７ △１２．３ ３，８８８ △１６．０ ４，２０６ ９．６ ３３２，０６６ △７．４

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（２）

― ２３ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．２０１／本文　※柱に注意！／０２２～０２５　主要経済指標  2013.03.19 19.20.39  Page 23 



年月

新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２０年度 ３６，０５０ △１５．０ １０，３９２ ０．３ ８５８，０８２ △２．９ １１７，９５１ ０．１ ９７，２２１ △１３．１
２１年度 ２７，６１６ △２３．４ ７，７５３ △２５．４ ９３７，６６５ ９．３ １２３，７７６ ４．９ ７７，４０５ △２０．４
２２年度 ２９，９２２ ８．４ ８，１９０ ５．６ ８１９，４４０ △１２．６ １１２，８２７ △８．８ ８４，４８０ ９．１
２３年度 ３１，５７３ ５．５ ８，４１２ ２．７ ７４９，５８３ △８．５ １１２，２４９ △０．５ ８９，７４２ ６．２

２３年１０～１２月 ８，９５３ １４．８ ２，０９０ △４．５ １１７，６３２ △９．４ ２６，２８３ ３．６ ２０，４５８ ６．７
２４年１～３月 ５，１５３ △１２．８ １，９９５ ３．７ １２８，３４７ △２１．３ ２６，６８８ １０．３ ２４，３１０ ３．３

４～６月 ９，２７７ ６．２ ２，１５９ ６．２ ２９２，０２１ ９．６ ３２，５０８ １５．５ ２１，４６９ △１．７
７～９月 １０，０９４ １５．６ ２，２７１ △１．１ ２７２，８０４ １５．１ ３５，２９２ １３．３ ２２，０５８ △４．６
１０～１２月 １０，７１３ １９．７ ２，４０３ １５．０ １０９，８００ △６．７ ３０，９３７ １７．７ ２０，２９６ △０．８

２４年 １月 １，３３０ △３１．８ ６６０ △１．１ １０，６９４ △４０．４ ５，６６１ ８．５ ５，９１５ ５．７
２月 ２，０８４ １６．０ ６６９ ７．５ １３，４３１ △２０．６ ７，０４９ １６．８ ７，１２７ ８．９
３月 １，７３９ △１９．５ ６６６ ５．０ １０４，２２２ △１８．７ １３，９７８ ８．０ １１，２６９ △１．１
４月 ３，３００ ２３．３ ７３６ １０．３ １１９，０９７ ０．８ １２，４３１ ５．４ ７，０２８ ６．６
５月 ２，７２０ △１．０ ６９６ ９．３ ８２，３８０ １２．４ ８，６８６ ３６．７ ６，４２０ １．０
６月 ３，２５７ △１．６ ７２６ △０．２ ９０，５４４ ２０．７ １１，３９０ １４．１ ８，０２２ △９．９
７月 ３，３２１ ２．１ ７５４ △９．６ １０８，４０９ ２２．５ １２，１４９ ２６．６ ６，７０３ １．７
８月 ３，４７３ １２．３ ７７５ △５．５ ９６，２７０ ２９．０ １１，３６８ １９．２ ６，３９９ △６．１
９月 ３，３００ ３８．１ ７４２ １５．５ ６８，１２５ △８．０ １１，７７５ △１．９ ８，９５６ △７．８
１０月 ４，３０３ ３１．２ ８４３ ２５．２ ６０，８０７ １０．０ １３，７２１ ２８．２ ６，２３３ １．２
１１月 ３，５１７ １．５ ８０１ １０．３ ２９，２４５ △２９．１ ８，９７２ ６．２ ６，６３０ ０．３
１２月 ２，８９３ ３１．０ ７５９ １０．０ １９，７４８ △６．４ ８，２４３ １５．６ ７，４３３ △３．４

２５年 １月 １，４０７ ５．８ ６９３ ５．０ １２，６７９ １８．６ ６，０３９ ６．７ ５，３４４ △９．７

資料 国土交通省 北海道建設業信用保証� 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

来道客数 有効求人倍率 完全失業率 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上）（常用）

北海道 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

千人 前 年 同
月比（％）

倍
原数値

％
件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％）原数値

２０年度 １２，２５３ △４．４ ０．４３ ０．７３ ５．０ ４．１ ７４１ ２１．５ １６，１４６ １２．４
２１年度 １１，５３９ △５．８ ０．３５ ０．４２ ５．２ ５．２ ４８９ △３４．０ １４，７３２ △８．８
２２年度 １１，１７１ △３．２ ０．４１ ０．５１ ５．２ ５．０ ４５６ △６．７ １３，０６５ △１１．３
２３年度 １０，７２２ △４．０ ０．４６ ０．６２ ５．２ ４．５ ４６４ １．８ １２，７０７ △２．７

２３年１０～１２月 ２，６４３ ０．７ ０．４９ ０．６７ ４．４ ４．３ １０２ △４．７ ３，１０３ △５．９
２４年１～３月 ２，４４１ ８．４ ０．５３ ０．７３ ５．５ ４．５ １３５ ８．０ ３，１８４ △０．８

４～６月 ２，６７４ ２４．２ ０．５０ ０．６６ ５．７ ４．６ １２４ ０．８ ３，１２７ △５．６
７～９月 ３，６６１ ５．０ ０．５６ ０．７３ ５．０ ４．３ １０８ ３．８ ２，９２４ △５．９
１０～１２月 ２，８１５ ６．５ ０．６１ ０．７８ ４．７ ４．０ ９０ △１１．８ ２，８８９ △６．９

２４年 １月 ７６２ △２．４ ０．５１ ０．７２ ↑ ４．５ ３３ △１５．４ ９８５ △５．３
２月 ７８７ △２．９ ０．５４ ０．７４ ５．５ ４．４ ５０ ２２．０ １，０３８ ５．１
３月 ８９２ ３５．１ ０．５４ ０．７３ ↓ ４．７ ５２ １５．５ １，１６１ △１．８
４月 ７４９ ３３．４ ０．４９ ０．６６ ↑ ４．８ ４１ △２１．２ １，００４ △６．６
５月 ９１４ ２２．８ ０．５０ ０．６５ ５．７ ４．５ ４１ １０．８ １，１４８ ７．１
６月 １，０１１ １９．４ ０．５１ ０．６６ ↓ ４．４ ４２ ２３．５ ９７５ △１６．３
７月 １，１１９ ５．１ ０．５３ ０．７０ ↑ ４．４ ３３ △２．９ １，０２６ △５．０
８月 １，３７９ ６．９ ０．５６ ０．７３ ５．０ ４．２ ４１ △２．４ ９６７ △５．７
９月 １，１６３ ２．９ ０．６０ ０．７６ ↓ ４．２ ３４ ２１．４ ９３１ △６．９
１０月 １，０６５ ５．５ ０．６１ ０．７７ ↑ ４．１ ３４ ９．７ １，０３５ ６．０
１１月 ８６１ ８．７ ０．６１ ０．７８ ４．７ ４．０ ３１ △１８．４ ９６４ △１１．９
１２月 ８８９ ５．８ ０．６１ ０．７９ ↓ ４．０ ２５ △２４．２ ８９０ △１３．７

２５年 １月 ７７５ １．７ ０．６１ ０．８１ － ４．２ ２８ △１５．２ ９３４ △５．１

資料 �北海道観光振興機構 厚生労働省
北海道労働局 総務省 �東京商工リサーチ

■年度および四半期の
数値は月平均値。

主要経済指標（３）

― ２４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号
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年月

通関実績
輸出 輸入

北海道 全国 北海道 全国

百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０年度 ３７７，１５４ △１．１ ７１１，４５６ △１６．４ １，５５２，４４９ １１．９ ７１９，１０４ △４．１
２１年度 ３２２，６４２ △１４．５ ５９０，０７９ △１７．１ ９７７，６６３ △３７．０ ５３８，２０９ △２５．２
２２年度 ３４２，５２７ ６．２ ６７７，８８８ １４．９ １，２２８，５４０ ２５．７ ６２４，５６７ １６．０
２３年度 r ３７４，４３１ ９．３ r ６５２，８８５ △３．７ r１，６３６，３２７ ３３．２ r ６９７，１０６ １１．６

２３年１０～１２月 r ９１，３４０ １．４ １６３，２７０ △５．５ ４２３，３５０ ４３．８ １７５，０９５ １２．４
２４年１～３月 r ９３，３５６ ７．９ r １６１，５９７ △１．６ r ４６６，４５９ ２９．１ r １７７，０６３ ９．９

４～６月 r ９５，９３０ ３．７ r １６４，４３６ ４．８ r ３７３，００６ △０．０ r １７８，１３９ ５．０
７～９月 r ９１，６３２ △５．８ r １５７，１４５ △８．２ r ３８１，８１７ ２．３ r １７５，７９７ ０．３
１０～１２月 r １０３，９１６ １３．８ r １５４，２９７ △５．５ r ４３２，９７５ ２．３ r １７５，８８７ ０．５

２４年 １月 r ２８，２８５ ３．９ r ４５，１３７ △９．２ r １５４，２６０ ３３．５ r ６０，０４３ ９．８
２月 r ２８，８０４ １１．０ r ５４，４２６ △２．６ r １５５，４０６ ２６．９ r ５４，１６７ ９．４
３月 ３６，２６７ ８．７ r ６２，０３４ ５．９ r １５６，７９３ ２７．２ r ６２，８５２ １０．５
４月 r ３８，７３６ １９．２ r ５５，６４９ ７．９ r １４９，１９５ １１．５ r ６０，８３３ ８．０
５月 r ２７，７０２ △２３．７ r ５２，３６９ １０．０ r １１９，１８０ △１４．３ r ６１，４４８ ９．３
６月 ２９，４９３ ２４．５ r ５６，４１８ △２．３ r １０４，６３１ ４．３ r ５５，８５８ △２．２
７月 ３３，５９２ １０．４ r ５３，１２２ △８．１ r １１４，２６１ △５．０ r ５８，４０８ ２．３
８月 ３１，９１５ ０．８ r ５０，４４４ △５．８ r １３９，９８４ ５．２ r ５８，１２８ △５．２
９月 r ２６，１２６ △２５．７ r ５３，５７９ △１０．３ r １２７，５７１ ６．３ r ５９，２６１ ４．２
１０月 r ３９，９２５ ３１．６ r ５１，４８０ △６．５ r １４９，１７０ １２．７ r ５７，０４２ △１．５
１１月 r ３１，８０１ △１．３ r ４９，８３２ △４．１ r １３５，１５８ △７．７ ５９，４０２ ０．９
１２月 r ３２，１９０ １１．９ r ５２，９８５ △５．８ r １４８，６４７ ２．８ r ５９，４４３ １．９

２５年 １月 p ３３，５２９ １８．５ ４７，９８６ ６．３ p１８３，６３７ １９．０ p ６４，２９５ ７．３

資料 財務省、函館税関

■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

預貸金（国内銀行）
預金 貸出

北海道 全国 北海道 全国

億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０年度 １２９，９５１ ２．０ ５，６４７，０１９ ２．６ ９１，０５６ ２．３ ４，２２２，５９３ ４．３
２１年度 １３４，９７０ ３．９ ５，７９６，０７８ ２．６ ９２，７４６ １．９ ４，１６１，６９７ △１．４
２２年度 １３８，０１４ ２．３ ５，９７２，６６５ ３．０ ９２，９８６ ０．３ ４，１３７，９１１ △０．６
２３年度 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９

２３年１０～１２月 １３８，２２１ １．６ ５，９６９，４３０ ３．５ ９２，２５２ ０．１ ４，１３４，９６６ １．０
２４年１～３月 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９

４～６月 １４０，０５０ １．９ ６，０７９，５２８ ２．２ ９１，６４３ １．２ ４，１３８，０７６ １．４
７～９月 １４０，１９９ ２．０ ６，０８７，７５４ ２．６ ９３，４７４ １．２ ４，１８３，５３５ １．５
１０～１２月 １４０，４５８ １．６ ６，１１４，４３４ ２．４ ９２，５９２ ０．４ ４，２１２，６０３ １．９

２４年 １月 １３６，４９７ １．９ ５，９５１，５４４ ３．３ ９１，７４１ ０．２ ４，１０３，３８３ ０．９
２月 １３６，５３７ １．６ ５，９５５，９８３ ２．６ ９２，０２７ ０．４ ４，１０９，７７０ １．１
３月 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９
４月 １４０，２５５ １．８ ６，０６３，７０５ １．９ ９３，１８５ ０．３ ４，１２６，１９６ ０．７
５月 １３９，２２８ １．９ ６，０６８，０４５ １．８ ９１，９５１ ０．７ ４，１１１，１９０ ０．９
６月 １４０，０５０ １．９ ６，０７９，５２８ ２．２ ９１，６４３ １．２ ４，１３８，０７６ １．４
７月 １３８，４８９ １．４ ６，０２７，０４４ ２．３ ９１，２７８ ０．５ ４，１２２，９７０ １．０
８月 １３８，７５４ １．８ ６，０１４，５３８ ２．０ ９１，３１７ ０．５ ４，１２２，５５８ １．４
９月 １４０，１９９ ２．０ ６，０８７，７５４ ２．６ ９３，４７４ １．２ ４，１８３，５３５ １．５
１０月 １３９，０１０ ２．１ ６，０２３，５７４ ２．１ ９２，３１２ ０．９ ４，１４４，２７３ １．３
１１月 １３８，８０１ １．４ ６，０５２，９６８ １．７ ９１，７７４ ０．６ ４，１５３，２９０ １．５
１２月 １４０，４５８ １．６ ６，１１４，４３４ ２．４ ９２，５９２ ０．４ ４，２１２，６０３ １．９

２５年 １月 １３８，９３６ １．８ ６，０９６，６７２ ２．４ ９１，４４８ △０．３ ４，１９２，１９１ ２．２

資料 日本銀行

主要経済指標（４）

― ２５ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年４月号
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●道内経済の動き 

●サハリン経済動向を読み解く 

●株主の立場で会社を診る 

●非正規労働者雇用時の留意事項とこれからの活用方法 
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